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一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
後
漢
末
に
生
き
た
人
で
あ
る
荀
悅
の
人
閒
觀
―
―
特
に
性

と
「
心
」
に
着
目
し
て
―
―
檢
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
漢
時
代
に
お

け
る
人
閒
觀
は
、『
論
語
』
由
來
の
性
三
品
說
、
な
ら
び
に
性
善
說
・

性
惡
說
か
ら
展
開
し
た
性
善
惡
混
合
說
を
中
心
に
理
解
さ
れ
る（

１
）。
す
な

わ
ち
、
人
閒
を
上
智
・
中
人
・
下
愚
に
區
分
し
、
上
智
は
生
ま
れ
な
が

ら
善
性
が
、
下
愚
は
生
ま
れ
な
が
ら
惡
性
が
存
在
す
る
と
し
、
中
人
の

み
善
惡
が
混
合
し
て
い
て
移
る
こ
と
が
で
き
る
、と
い
う
理
解
で
あ
る
。

こ
の
見
解
は
、
後
漢
諸
子
の
人
閒
觀
を
考
察
す
る
上
で
、
ほ
と
ん
ど

前
提
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い（

２
）。
荀
悅
―
―
特
に
『
申

鑒（
３
）』

に
現
れ
る
思
想
―
―
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
同
樣
で
、
ほ
と
ん
ど
の

硏
究
者
が
荀
悅
の
人
閒
觀
を
普
遍
的
な
性
三
品
說
（
本
稿
で
は
こ
れ
を

「
原
性
三
品
說
」
と
い
う
）
に
基
づ
く
と
み
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
認

識
は
當
を
得
て
い
な
い
思
わ
れ
る
。
以
下
、
先
行
硏
究
を
具
體
的
に
確

認
し
、
そ
の
到
逹
點
と
問
題
の
所
在
に
つ
い
て

單
に
取
り
上
げ
る
こ

と
と
し
た
い
。

　

荀
悅
の
人
閒
觀
に
關
す
る
見
解（

４
）は

、
い
く
つ
か
提
出
さ
れ
て
い
る
。

日
原
利
國
氏
は
、
荀
悅
は
「
原
性
三
品
說
」
に
基
づ
い
た
上
で
、
中
人

の
性
に
善
惡
が
混
合
す
る
と
し（

５
）、

週
桂
細
氏
は
、
中
人
の
性
中
で
は
善

惡
の
因
素
が
相
互
に
爭
う
と
い
う（

６
）。
ま
た
、
森
三
樹
三
郞
氏
は
、
性
情

相
應
說
と
い
う
、
性
に
依
據
し
て
情
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
善
惡
が
決
定

す
る
と
み
て
い
る（

７
）。
こ
れ
ら
の
說
に
對
し
、
渡
部
東
一
郞
氏（

８
）は
、
次
の

三
點
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
、
荀
悅
は
劉
向
の
性
情
相
應
說
（
後
述
）

　
　
　

荀
悅
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閒
觀
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に
基
づ
き
、
性
自
體
に
は
善
惡
は
存
在
し
な
く
、
情
の
次
元
に
よ
っ
て

判
別
可
能
に
な
る
。
二
、
荀
悅
に
と
っ
て
情
や
行
爲
の
善
惡
を
決
定
す

る
鍵
は
「
心
」
で
あ
り
、
中
人
は
敎
化
法
令
に
よ
り
「
心
」
を
養
成
さ

れ
る
。
三
、一
・
二
の
見
解
を
踏
ま
え
、
荀
悅
は
「
原
性
三
品
說
」
に
よ

り
生
ま
れ
つ
き
の
格
差
を
認
め
な
が
ら
も
、
劉
向
の
性
情
相
應
說
に
よ

っ
て
そ
の
格
差
を
善
惡
と
は
し
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
硏
究
は
、
ま
ず
前
提
と
し
て
後
漢
代
に
は
一
般
的
で
あ
っ

た
「
原
性
三
品
說
」
を
基
底
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、荀
悅
『
申
鑒
』

內
の
人
閒
觀
に
關
す
る
敍
述
が
「
中
人
」
を
對
𧰼
に
し
た
も
の
と
理
解

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
三
品
有
り
。
上
下
は
移
ら
ず
、
其
の
中
は
則

ち
人
事 

存
す
る
の
み
（
雜
言
下
）」
と
い
う
記
述
が
存
在
す
る
た
め
、

荀
悅
は
「
原
性
三
品
說
」
に
基
づ
い
て
い
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
で
論
じ
る
よ
う
に
、
單
純
に
そ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
記
述
も

存
在
し
、
先
行
硏
究
が
す
べ
て
前
提
と
し
て
い
た
「「
原
性
三
品
說
」

を
基
底
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
自
體
を
再
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
そ
れ
に
付
隨
し
て
渡
部
東
一
郞
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
荀
悅
に

お
い
て
「
心
」
は
重
要
な
觀
點
で
あ
る
が
、
中
人
の
み
を
對
𧰼
と
し
て

い
る
點
、
竝
び
に
「「
心
」
を
養
成
す
る
」
と
い
う
理
解
に
つ
い
て
も

再
考
の
餘
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
申
鑒
』
に
は
、「
凡
そ
情
・
意
・
心
・

志
と
は
、皆 

性
動
の
別
名
な
り
（
雜
言
下
）」・「
凡
そ
此
れ
皆 

人
性
な
り
。

之
を
制
す
る
者
は
則
ち
心
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
性
の
あ
ら
わ

れ
と
し
て
「
情
・
意
・
心
・
志
」、
そ
れ
を
抑
え
る
「
心
」
は
確
か
に

存
在
す
る
が
、「「
心
」
を
養
成
す
る
」
た
め
に
法
敎
が
存
在
す
る
わ
け

で
は
な
い
。

　

如
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
次
の
三
點
を
基
軸
と
し
て
考
察

を
行
う
。

　

一
、
荀
悅
に
お
け
る
性
三
品
說
に
つ
い
て
再
檢
討
し
、
合
わ
せ
て
性

の
內
容
そ
し
て
「
心
」
に
つ
い
て
も
取
り
擧
げ
る
。

　

二
、
荀
悅
の
「
心
」
理
解
の
背
景
と
な
る
時
代
性
・
彼
の
立
場
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

　

三
、
後
漢
時
代
に
お
け
る
「
心
」
理
解
と
を
對
比
し
相
違
を
見
、
意

義
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
　
　

二
、
荀
悅
の
人
閒
觀
の
構
造

二
―
一
、
荀
悅
の
性
三
品
說

　

一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
荀
悅
の
性
三
品
說
に
は
、
看
過
で
き
な
い
重

要
な
特
徵
が
あ
る
。
以
下
の
資
料
を
取
り
上
げ
て
檢
討
す
る
。

或
ひ
と
曰
く
、「
善
惡
は
皆 

性
な
り
。
さ
す
れ
ば
則
ち
法
敎
は
何
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ぞ
施
さ
ん
」
と
。
曰
く
、「
①
性 

善
と
雖
も
、
敎
を
待
ち
て
成
り
、

性 
惡
と
雖
も
、
法
を
待
ち
て
消
ゆ
。
②
唯
だ
上
智
下
愚
の
み
移

ら
ず
、
其
の
次 

善
惡 

交

爭
ふ
。
是
に
於
て
敎
も
て
其
の
善
を

扶
け
、法
も
て
其
の
惡
を
抑
ふ
。
③
之
を
九
品
に
施
す
を
得
れ
ば
、

敎
に
從
ふ
者
は
半
、
刑
を
畏
る
る
者
は
四
分
の
三
、
其
の
移
ら
ざ

る
の
大
數
、
九
分
の
一
な
り
。
一
分
の
中
、
又 

微
か
に
移
る
者

有
り
。
然
ら
ば
則
ち
法
敎
の
民
を
化
す
る
に
於
け
る
や
、
之
を
盡

く
す
に
⺇
し
。
法
敎
の
失
ふ
に
乁
ぶ
や
、
其
の
亂
を
爲
す
こ
と
亦

た
之
く
の
如
し
」
と（

９
）。

「
善
惡
は
と
も
に
性
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
法
敎
は

な
ぜ
施
す
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
對
し
て
、
荀
悅
は
以

下
の
よ
う
に
答
え
る
。

①
性
が
善
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、そ
れ
は
敎
化
に
よ
っ
て
完
成
し
、

性
が
惡
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
法
令
に
よ
っ
て
消
失
す

る
。

②
（『
論
語
』陽
貨
に
い
う
よ
う
に
）
た
だ
上
智
と
下
愚
の
み
が
（
性
を
）

移
ら
ず
、
そ
の
次
は
善
惡
が
互
い
に
爭
う
。
そ
こ
で
敎
化
に
よ

り
善
を
扶
翼
し
、
法
令
に
よ
り
惡
を
抑
制
す
る
。

③
敎
化
と
法
令
の
适
用
範
圍
を
九
品
を
用
い
て
考
え
て
み
る
と
、

敎
化
の
對
𧰼
は
「
上
上
」
～
「
中
中
」
ま
で
で
、
法
令
の
對
𧰼

は
「
中
下
」
～
「
下
中
」
で
あ
り
、「
下
下
」
の
中
か
ら
も
わ

ず
か
で
あ
る
が
移
る
も
の
が
存
在
す
る
。
さ
す
れ
ば
法
敎
の
民

を
化
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
範
圍
を
網

羅
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

繰
り
返
す
が
、「
原
性
三
品
說
」
は
、「
上
智
」・「
中
人
」・「
下
愚
」

に
區
分
さ
れ
、「
上
智
と
下
愚
は
移
ら
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
敎

化
や
法
令
の
對
𧰼
と
な
り
、
移
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
中
人
」
に

絞
ら
れ
る
。
確
か
に
、
②
で
荀
悅
は
『
論
語
』
陽
貨
篇
を
典
據
と
し
て

「
上
智
下
愚
の
み
移
ら
ず
」
と
述
べ
て
お
り
、
從
來
の
見
解
を
承
認
し

て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
③
に
あ
る
よ
う
な
「「
下
下
」
の
中

か
ら
も
わ
ず
か
で
あ
る
が
移
る
も
の
が
存
在
す
る
」
と
い
う
理
解
は
、

「
原
性
三
品
說
」と
は
異
な
り
、法
の
行
き
屆
く
範
圍
を
擴
大
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
荀
悅
は
、「
原
性
三
品
說
」
を
正
確
に
繼
承
し
て
い
る
と

は
い
え
ず
、
む
し
ろ
發
展
さ
せ
て
お
り）

（1
（

、「
下
下
」
で
も
移
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
民
に
法
敎
を
施
せ
ば
、
移
る
こ
と
が
可
能
な

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、「
上
上
」

～
「
下
下
」
の
ほ
と
ん
ど
の
民
に
移
る
可
能
性
を
認
め
、
そ
の
關
鍵
と
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し
て
法
敎
の
重
要
性
を
述
べ
る
こ
と
、
そ
し
て
特
に
「
下
下
」
を
移
す

た
め
に
必
要
な
の
は
「
法
令
（
刑
罰
）」
で
あ
り
、
實
際
に
は
こ
こ
に
主

眼
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、「
原
性
三
品
說
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
こ
こ
で

は
例
と
し
て
、
王
充
『
論
衡
』
を
取
り
擧
げ
よ
う
。

人
の
善
な
る
は
固
よ
り
善
、
惡
な
る
も
亦
た
固
よ
り
惡
な
り
。
初

め
天
然
の
姿
を
稟
け
、
純
壹
の
質
を
受
く
。
故
に
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
兆 

見
れ
、
善
惡 

察
す
可
し
。
善
惡
を
分
つ
無
く
、
推
移

す
可
き
者
、
中
人
と
謂
ふ
な
り
。
…
…
夫
れ
中
人
の
性
、
習
ふ
所

に
在
り
、
善
を
習
へ
ば
而
ち
善
と
爲
り
、
惡
を
習
へ
ば
而
ち
惡
と

爲
る
な
り
。
極
善
極
惡
に
至
り
て
は
、
復
た
習
に
在
る
に
非
ず
。

故
に
孔
子
曰
く
、「
惟
だ
上
智
と
下
愚
と
の
み
移
ら
ず
」
と
。
性

に
善
・
不
善
有
り
、
圣
化
賢
敎
、
復
た
移
易
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。

孔
子
は
、
衟
德
の
祖
に
し
て
、
諸
子
の
中 

最
も
卓
れ
る
者
な
り
。

而
し
て
上
智
下
愚
は
移
ら
ず
と
曰
ふ
。故
に
吿
子
の
言
を
知
る
も
、

未
だ
實
を
得
ざ
る
な
り
（『
論
衡
』
本
性
篇）

（（
（

）。

                                          

　

王
充
の
理
解
は
傍
線
部
に
よ
る
と
、「
善
惡
を
分
斷
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
、
推
移
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
「
中
人
」
と
い
う
」・「
性
善

（
極
善
）
の
人
・
不
善
（
極
惡
）
の
人）

（1
（

は
、
圣
化
賢
敎
を
被
っ
て
も
、
移

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
漢
の
性
三
品
說
を
代
表

す
る
充
實
し
た
も
の）

（1
（

」
で
あ
る
王
充
の
「
原
性
三
品
說
」
で
も
、
不
善

（
極
惡
）
の
人
は
移
る
こ
と
は
で
き
な
く
、
荀
悅
の
性
三
品
說
が
通
常
の

理
解
と
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
荀
悅
は
何
故
こ
の
よ
う
な
理

解
を
し
た
の
か
。
結
論
的
に
述
べ
れ
ば
、
性
の
あ
ら
わ
れ
、
そ
し
て
そ

れ
を
統
御
す
る
た
め
の
器
官
で
あ
る
「
心
」
に
對
し
て
刑
罰
に
よ
る
干

涉
を
重
視
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
「
心
」
に
つ
い
て
見
て

い
こ
う
。

二
―
二
、
荀
悅
に
お
け
る
「
心
」

或
ひ
と
曰
く
、「
法
敎 

得
れ
ば
則
ち
治
ま
り
、
法
敎 

失
へ
ば
則
ち

亂
る
。
若
し
得
る
無
く
失
ふ
無
く
、
民
の
情
を
縱
に
す
れ
ば
、
則

ち
治
亂
は
其
れ
中
か
」
と
。
曰
く
、「
①
凡
そ
陽
性
は
升
り
、
陰

性
は
降
り
、
升
り
難
く
し
て
降
り
易
し
。
善
は
、
陽
な
り
、
惡
は
、

陰
な
り
。
故
に
善
は
難
く
し
て
惡
は
易
し
。
②
民
の
情
を
縱
に
し
、

之
を
自
由
に
せ
し
む
れ
ば
、
則
ち
下
に
降
る
者 

多
し
」
と
。
曰

く
、「
中
は
焉
く
に
在
る
か
」
と
。
曰
く
、「
③
法
敎 

純
な
ら
ず
、

得
る
有
り
失
ふ
有
れ
ば
、
則
ち
治
亂
は
其
の
中
な
り
。
④
純
德
慝
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る
る
無
き
は
、
其
の
上
な
り
。
伏
す
る
も
動
ぜ
ず
、
其
の
次
な
り
。

動
ず
る
も
行
せ
ず
、
行
す
る
も
遠
か
ら
ず
、
遠
く
す
る
も
能
く
復

す
、
又 
其
の
次
な
り）

（1
（

。
其
の
下
な
る
者
、
遠
く
し
て
近
か
ら
ざ

る
な
り
。
⑤
凡
そ
此
れ
皆 

人
性
な
り
。
之
を
制
す
る
者
は
則
ち

心
な
り
。
動
じ
て
之
を
抑
へ
、
行
し
て
之
を
止
む
れ
ば
、
上
と
性

を
同
じ
く
せ
し
む
る
な
り
。
行
し
て
止
ま
ら
ず
、
遠
く
し
て
近
か

ら
ざ
れ
ば
、
下
と
終
を
同
じ
く
せ
し
む
る
な
り
」
と）

（1
（

。

「
法
敎
が
行
わ
れ
れ
ば
（
民
は
）
治
ま
り
、法
敎
が
失
わ
れ
れ
ば
（
民

は
）
亂
れ
ま
す
。
も
し
行
わ
れ
る
こ
と
が
無
く
失
わ
れ
る
こ
と
が

な
く
（
つ
ま
り
何
も
し
な
い
）、
民
の
情
を
放
恣
す
れ
ば
、
治
亂
は

相
半
ば
す
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
對
し
て
、
荀
悅
は

以
下
の
よ
う
に
答
え
る
。

①
そ
も
そ
も
陽
性
は
昇
り
、
陰
性
は
降
る
も
の
で
あ
り
、
昇
る
の

は
難
し
く
降
る
の
は
易
し
い
。
善
は
、
陽
で
り
、
惡
は
、
陰
で

あ
る
。
ゆ
え
に
善
は
難
し
く
惡
は
易
し
い
の
で
あ
る
。

②
民
の
情
を
放
恣
し
、
法
令
敎
化
を
加
え
な
け
れ
ば
、
下
（
の
品
）

に
降
る
者
は
多
く
な
る
。

さ
ら
に
、「
中
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
對
し
、
荀

悅
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
る
。

③
法
敎
が
（
ど
ち
ら
か
に
）
純
然
と
な
る
こ
と
な
く
、
行
わ
れ
る

こ
と
も
あ
り
失
わ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
治
亂
は
中
で
あ
る
。

④
純
德
が
隱
れ
る
こ
と
が
な
い
、
こ
れ
が
上
で
あ
る
。（
惡
の
微
萌

が
）
伏
在
し
て
動
く
こ
と
が
な
い
、
こ
れ
が
そ
の
次
で
あ
る
。

（
惡
の
微
萌
が
）
動
い
て
し
ま
う
も
外
に
表
出
せ
ず
、
外
に
表
出

し
て
し
ま
っ
て
も
（
そ
こ
か
ら
）
歸
り
、
表
出
し
た
ま
ま
に
な

っ
て
も
復
歸
す
る
、こ
れ
が
ま
た
そ
の
次
で
あ
る
。
そ
の
下
は
、

表
出
し
た
ま
ま
復
歸
す
る
こ
と
が
な
い
。

⑤
お
よ
そ
こ
れ
ら
は
み
な
、
人
の
性
で
あ
る
。
こ
れ
を
統
御
す
る

も
の
は
心
で
あ
る
。（
惡
の
微
萌
が
）
動
い
て
し
ま
え
ば
こ
れ
を

統
御
し
、
表
出
し
て
し
ま
え
ば
こ
れ
を
阻
止
し
、
そ
う
す
れ
ば

上
と
性
を
同
樣
さ
せ
る
。
表
出
し
て
し
ま
う
も
阻
止
す
る
こ
と

が
な
く
、
表
出
し
た
ま
ま
復
歸
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
下
と

終
わ
り
を
同
樣
に
さ
せ
る
。

　

こ
の
問
い
は
、
あ
え
て
情
を
放
恣
す
る
と
、
治
と
亂
と
が
中
庸
な
狀

態
に
な
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
民
の
情
を
縱
に
さ
せ
れ
ば
、
下
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品
に
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
に
警
鐘
を
な
ら
す
。
こ
の
一
段
の
中
で
、
特

に
强
調
す
べ
き
は
、
⑤
「
お
よ
そ
こ
れ
ら
（
④
の
內
容
）
は
み
な
、
人

の
性
で
あ
る
。
こ
れ
を
統
御
す
る
も
の
は
心
で
あ
る
」と
い
う
よ
う
に
、

情
の
放
恣
を
止
め
る
の
が
、「
心
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
一
段

は
「
法
敎
の
有
效
性
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
法
敎
が

「
心
」
に
干
涉
す
る
こ
と
に
よ
り
、
上
と
性
を
同
じ
く
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
と
荀
悅
は
主
張
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
荀
悅
に
お
け

る
「
心
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

或
ひ
と
曰
く
、「
請
ふ
經
に
折さ

だ

め
ん
か
」
と
。
曰
く
、「
①
易
に
「
乾

衟
變
化
、
各

性
命
を
正
す
」
と
稱
す
、
是
の
言 

萬
物 

各

性

有
る
な
り
。
②
「
其
の
感
ず
る
所
を
觀
て
、
而
し
て
天
地
萬
物
の

情 

見
る
可
し
」と
。
是
の
情
と
言
ふ
者
は
應
感
し
て
動
く
者
な
り
。

③
昆
蟲
草
木
、
皆 

性
有
る
も
、
盡
く
善
な
ら
ざ
る
な
り
。
天
地

圣
人 

皆 

情
を
稱
す
れ
ば
、
惡
を
主
ら
ざ
る
な
り
。
又
曰
く
、「
爻

彖
は
情
を
以
て
言
ふ
」
も
亦
た
之
く
の
如
し
。
④
凡
そ
情
・
意
・

心
・
志
と
は
、
皆 

性
動
の
別
名
な
り
。「
情
は
辭
に
見
る
」、
是

れ
情
を
稱
す
る
な
り
。「
言
は
意
を
盡
く
さ
ず
」、
是
れ
意
を
稱
す

る
な
り
。「
中
心 

之
を
好
ぶ
」、
是
れ
心
を
稱
す
る
な
り
。「
以
て

其
の
志
を
制
す
」、是
れ
志
を
稱
す
る
な
り
。
⑤
惟
だ
宜
し
き
所
、

各

其
の
名
を
稱
す
る
の
み
、
情 

何
ぞ
惡
を
主
る
こ
と
之
れ
有

り
や
。
故
に
曰
く
、「
必
ず
や
名
を
正
さ
ん
」
と
」
と）

（1
（

。

「
ど
う
か
經
書
に
（
情
性
の
說
を
確
定
さ
せ
る
）
根
據
が
あ
る
の
か

敎
え
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
問
い
に
對
し
て
、
荀
悅
は
以
下
の
よ

う
に
答
え
る
。

①
『
週
易
』
乾
卦 

彖
傳
に
、「
乾
衟
變
化
、
各

性
命
を
正
す
」

と
あ
り
、
こ
の
記
述
は
萬
物
み
な
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

②
『
週
易
』
咸
卦 

彖
傳
に
、「
其
の
感
ず
る
所
を
觀
て
、
而
し
て

天
地
萬
物
の
情 

見
る
可
し
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
い
う
情
と
は

感
應
し
て
動
く
も
の
で
あ
る
。

③
昆
蟲
や
草
木
に
も
み
な
性
が
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
善
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。天
地
圣
人
は
み
な
情
を
稱
え
て
い
る
の
で
、

（
情
は
）
惡
を
司
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

④
そ
も
そ
も
情
・
意
・
心
・
志
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
性
が
（
感

應
し
て
）
動
い
た
あ
と
の
異
稱
で
あ
る
。

⑤
た
だ
适
切
な
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
名
稱
を
使
っ
て
い
る
だ

け
で
、
情
が
な
ぜ
惡
を
司
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
（
そ
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れ
な
ら
意
・
心
・
志
も
惡
を
司
っ
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
）。
ゆ
え
に

『
論
語
』
子
路
に
は
、「
必
ず
名
を
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
あ
る
の
で
あ
る
。

　

③
に
は
、「
そ
も
そ
も
情
・
意
・
心
・
志
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て

性
が
（
感
應
し
て
）
動
い
た
あ
と
の
異
稱
で
あ
る
」
と
あ
り
、「
心
」
と
は
、

性
の
あ
ら
わ
れ
を
指
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
心
」
そ
れ
を
統

御
す
る
も
の
で
も
あ
る
。「
心
」
が
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
同
時
に

統
御
す
る
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
荀
悅
の
性
に
對
す
る
思
索
を
合
わ

せ
て
檢
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、節
を
移
し
て
述
べ
よ
う
。

二
―
三
、
荀
悅
に
お
け
る
性
に
つ
い
て

曰
く
、「
其
の
理
を
問
ふ
」
と
。
曰
く
、「
性
善
な
れ
ば
則
ち
四
凶

無
し
。
性
惡
な
れ
ば
則
ち
三
仁
人
無
し
。
善
惡
無
け
れ
ば
、
文
王

の
敎 

一
な
り
。
さ
す
れ
ば
則
ち
週
公
・
管
・
蔡
無
し
。
性
善
情
惡
、

是
れ
桀
紂 

性
無
く
し
て
、
而
し
て
堯
舜 

情
無
き
な
り
。
性
善
惡 

皆 

渾
じ
る
、
是
れ
上
智 

惡
を
懷
き
て
、
而
し
て
下
愚 

善
を
挾
む

な
り
。
理 

未
だ
究
ま
ら
ず
、
唯
だ
向
の
言
の
み
然
り
と
爲
す
」

と）
（1
（

。

　

孟
子
の
性
善
說
（
み
な
善
で
あ
れ
ば
四
凶
は
い
な
い
）・
荀
子
の
性
惡
說

（
み
な
惡
で
あ
れ
ば
三
仁
人
は
い
な
い
）・
公
孫
子
の
性
無
善
惡
說
（
み
な
善

惡
が
な
け
れ
ば
文
王
の
敎
化
は
一
樣
に
适
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
）・
性
善
情

惡
說
（
み
な
性
が
善
で
情
が
惡
で
あ
れ
ば
桀
紂
は
性
が
無
く
、
堯
舜
は
情
が
無

い
こ
と
に
な
る
）・
揚
雄
の
性
善
惡
混
合
說
（
性
に
善
惡
が
混
じ
っ
て
い
る

な
ら
ば
、
上
智
が
惡
を
抱
き
、
下
愚
が
善
を
持
つ
こ
と
に
な
る
）
を
退
け
る
。

そ
の
中
で
、
荀
悅
は
、
劉
向
の
性
情
相
應
說
を
是
と
す
る
。
劉
向
の
性

情
相
應
說
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
資
料
が
參
考
に
な
る
。

凡
そ
音
の
起
こ
る
は
、
人
心
に
由
り
て
生
ず
る
な
り
。
人
心
の
動

く
は
、物 

之
を
し
て
然
ら
し
む
る
な
り
。
物
に
感
じ
て
後
に
動
く
、

故
に
聲
に
形
る
。
聲 

相 

應
ず
、
故
に
變
を
生
じ
、
變
じ
て
方
を

成
す
、
故
に
之
を
音
と
謂
ふ
。
…
…
人
の
善
惡
は
性
に
非
ざ
る
な

り
（『
說
苑
』
脩
文
篇）

（1
（

）。

　

こ
れ
は
、『
說
苑
』
脩
文
篇
の
一
段
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
『
禮
記
』
樂

記
篇
に
合
致
す
る
。
た
だ
、
先
學
が
指
摘
す
る）

11
（

よ
う
に
、「
人
の
善
惡

は
性
に
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
一
文
は
、
劉
向
の
獨
創
と
み
な
す
べ
き

點
で
あ
る
。
渡
部
東
一
郞
氏）

1（
（

は
、
こ
こ
を
根
據
に
、
劉
向
の
性
說
を
繼
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承
し
た
荀
悅
は
、
性
自
體
に
善
惡
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
認
識
し
て
い

た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
完
全
に
正
鵠
を
射
て
い
た
ろ
う
か
。
以

下
の
資
料
を
見
て
み
よ
う
。

或
ひ
と
曰
く
、「
仁
義
は
性
な
り
、
好
惡
は
情
な
り
。
仁
義
は
常

に
善
に
し
て
好
惡
は
或
い
は
惡
有
り
、故
に
情
惡
有
る
な
り
」
と
。

曰
く
、「
然
ら
ず
。①
好
惡
と
は
、性
の
取
舍
な
り
。實
に
外
に
見
る
、

故
に
之
を
情
と
謂
ふ
の
み
に
し
て
、
必
ず
性
に
本
づ
く
。
②
仁
義

と
は
、善
の
誠
な
る
者
な
り
。
何
ぞ
其
の
常
に
善
な
る
を
嫌う

た
がは

ん
。

好
惡
と
は
、
善
惡 

未
だ
分
か
つ
所
有
ら
ざ
る
な
り
。
何
ぞ
其
の

惡
有
る
を
怪
ま
ん
（
後
略
）」
と）

11
（

。

「
仁
義
は
性
で
あ
り
、
好
惡
は
情
で
あ
る
。
仁
義
は
常
に
善
で
あ

り
好
惡
は
あ
る
い
は
惡
で
あ
る
こ
と
あ
る
、
ゆ
え
に
情
は
惡
で
あ

る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
問
い
に
對
し
、
荀
悅
は
以
下
の
よ
う
に

答
え
る
。

①
好
惡
は
、
性
の
取
舍
選
擇
で
あ
る
。（
こ
れ
は
）
た
し
か
に
外
に

あ
ら
わ
れ
（
る
も
の
で
）、
た
め
に
情
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
必

ず
性
に
本
づ
い
て
い
る
。

②
仁
義
と
は
、
善
の
眞
實
で
あ
り
、
な
ぜ
常
に
善
で
あ
る
こ
と
を

疑
お
う
。
好
惡
と
は
、
善
惡
が
ま
だ
未
分
化
の
狀
態
で
あ
る
。

な
ぜ
惡
が
存
在
す
る
こ
と
を
怪
し
も
う
。

　

ま
ず
、
①
に
よ
れ
ば
、
性
に
基
づ
き
、
性
に
よ
っ
て
取
舍
選
擇
さ
れ

た
好
惡
が
情
と
し
て
外
に
あ
ら
わ
れ
、
②
に
よ
れ
ば
、
好
惡
と
は
善
惡

が
未
分
化
の
狀
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
性
の
あ
ら
わ
れ
が
情
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
先
に
用
い
た
資
料
に
、「
易
に
「
乾
衟
變
化
、

各

性
命
を
正
す
」
と
稱
す
、
是
の
言 

萬
物 

各

性
有
る
な
り
」・「
其

の
感
ず
る
所
を
觀
て
、
而
し
て
天
地
萬
物
の
情 

見
る
可
し
」
と
。
是

の
情
と
言
ふ
者
は
應
感
し
て
動
く
者
な
り
」・「
凡
そ
情
・
意
・
心
・
志

と
は
、
皆 

性
動
の
別
名
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
。

次
の
資
料
を
み
て
み
よ
う
。

或
ひ
と
曰
く
、「
人
の
利
に
於
け
る
や
、
見
て
之
を
好
む
。
能
く

仁
義
を
以
て
節
と
爲
す
者
、
是
れ
性 

其
の
情
を
割
つ
な
り
。
性 

少
な
く
情 

多
く
、
性 

其
の
情
を
割
つ
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
情 

獨

り
行
し
て
惡
を
爲
す
」
と
。
曰
く
、「
然
ら
ず
。
①
是
れ
善
惡
に

多
少
有
る
は
、
情
に
非
ざ
る
な
り
。
此
こ
に
人
有
り
、
酒
を
嗜
み

肉
を
嗜
み
、
肉 

勝
つ
れ
ば
則
ち
焉
れ
を
⻝
し
、
酒 

勝
つ
れ
ば
則

ち
焉
れ
を
飮
む
。②
此
の
二
者 

相 

與
に
爭
ひ
、勝
者
は
行
せ
ら
る
。
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情 
酒
を
得
ん
と
欲
し
、性 

肉
を
得
ん
と
欲
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。

此
こ
に
人
有
り
、
利
を
好
み
義
を
好
み
、
義 

勝
つ
れ
ば
則
ち
義 

取
り
、利 
勝
つ
れ
ば
則
ち
利 

取
る
。
③
此
の
二
者 

相 

與
に
爭
ひ
、

勝
者 

行
は
る
。
情 

利
を
得
ん
と
欲
し
、
性 

義
を
得
ん
と
欲
す
る

に
非
ざ
る
な
り
。
④
其
れ

ぬ
可
き
者
な
れ
ば
、
則
ち　

ね
て
之

を
取
り
、
其
れ　

ぬ
可
か
ら
ざ
る
者
な
れ
ば
、
則
ち
隻
取
し
て
焉

れ
を
重
ん
ず
。（
若
苟
隻
好
而
已
、
雖
可　

取
矣

）
11
（

。）
若
し
二
つ
好
む

こ
と
鈞
平
に
し
て
、
輕
重
を
分
か
つ
無
け
れ
ば
、
則
ち
一あ

る

い
は
俯

き
一あ

る

い
は
仰
ぎ
、
乍た

ち
まち

進
み
乍た

ち
まち

退
く
」
と）

11
（

。

「
人
は
利
に
對
し
て
、
見
て
こ
れ
を
好
む
。
か
く
仁
義
を
節
操
と

す
る
も
の
は
、
性
が
情
を
絶
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
性
が
少
な
く

情
が
多
く
、
性
が
情
を
絶
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
情
だ
け
が

獨
り
行
動
し
て
惡
を
行
う
の
で
あ
る
」
と
い
う
問
い
に
對
し
て
、

荀
悅
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
る
。

①
善
惡
に
多
少
が
あ
る
の
は
、
情
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

②
こ
の
二
者
（
酒
を
飮
み
た
い
と
い
う
欲
求
と
肉
を
⻝
べ
た
い
と
い
う

欲
求
）
は
、
互
い
に
爭
い
、
そ
の
勝
者
（
の
行
動
）
が
行
わ
れ
る
。

情
が
酒
を
欲
し
、
性
が
肉
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。

③
こ
の
二
者
（
利
を
好
む
と
い
う
惡
と
義
を
好
む
と
い
う
善
）
は
、
互

い
に
爭
い
、そ
の
勝
者
が
行
わ
れ
る
。
情
が
利
を
得
よ
う
と
し
、

性
が
義
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

④

ね
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

ね
て
兩
方
取
り
、

ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
片
方
を
選
ん
で
こ
れ

を
重
用
す
る
。

　

ま
ず
、
一
目
み
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
荀
悅
の
徹
底
し
た
性
善
情
惡

說
へ
の
批
判
的
態
度
で
あ
ろ
う
。
先
に
註
（
18
）
に
擧
げ
た
が
、「
情

性
と
は
、
何
の
謂
ぞ
や
。
性
は
、
陽
の
施
な
り
。
情
は
、
陰
の
化
な
り
。

･･････

陽
氣
は
仁
に
し
て
、
陰
氣
は
貪
、
故
に
情
に
利
欲
有
り
、
性

に
仁
有
る
な
り
（
情
性
者
、
何
謂
也
。
性
者
、
陽
之
施
。
情
者
、
陰
之
化
也
。

･･････

陽
氣
者
仁
、陰
氣
者
貪
、故
情
有
利
欲
、性
有
仁
也
）『
白
虎
通
』
情
性
」

と
い
う
よ
う
に
、
性
が
善
で
あ
り
、
情
が
惡
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は

當
時
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
荀
悅
は
そ
れ
に
銳
く
反
駁
す
る
。
彼

は
、
②
「
こ
の
二
者
（
酒
を
飮
み
た
い
と
い
う
欲
求
と
肉
を
⻝
べ
た
い
と
い

う
欲
求
）
は
、
互
い
に
爭
い
、
そ
の
勝
者
（
の
行
動
）
が
行
わ
れ
る
。
情

が
酒
を
欲
し
、
性
が
肉
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
」・
③
「
こ
の

二
者
（
利
を
好
む
と
い
う
惡
と
義
を
好
む
と
い
う
善
）
は
、
互
い
に
爭
い
、

そ
の
勝
者
が
行
わ
れ
る
。
情
が
利
を
得
よ
う
と
し
、
性
が
義
を
得
よ
う
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と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
性
中
に
お
い
て
、
酒
を

飮
み
た
い
と
い
う
惡
と
肉
を
⻝
べ
た
い
と
い
う
善
・
利
を
好
む
と
い
う

惡
と
義
を
好
む
と
い
う
善
が
爭
う
結
果
、
情
と
し
て
そ
れ
が
表
出
さ
れ

る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
性
中
に
善
惡
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
え

る
が
、
そ
れ
は
否
で
あ
る
。
荀
悅
は
、
揚
雄
の
性
善
惡
混
合
說
を
退
け
、

劉
向
の
性
情
相
應
說
を
是
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
性
中
に
善
惡
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
、
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
情
の
段
階
で

善
惡
が
判
別
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
性
に
基
づ
き
、
性

に
よ
っ
て
取
舍
選
擇
さ
れ
た
好
惡
が
情
と
し
て
外
に
あ
ら
わ
れ
る
と
も

い
う
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
、
論
理
的
に
一
番
正
し
く
、
か
つ
資
料
と
矛

盾
な
い
解
を
導
く
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
性

が
內
に
保
有
し
て
い
る
善
惡
の
萌

4

4

4

4

芽4

と
い
う
も
の
を
設
定
し
て
い
た
」

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
は
、・
・
・
完4

全4

に4

善
で
は
な
く
、

惡
で
も
な
い
（
存
在
し
な
い
わ
け
で
も
な
い
）。
た
だ
、
爭
い
あ
っ
て
、
表

出
し
た
も
の
が
、
善
に
な
り
、
惡
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
荀
悅
の
從
來

よ
り
も
か
な
り
法
敎
が
至
る
範
圍
が
擴
大
さ
れ
た
性
三
品
說
の
中
の
ほ

と
ん
ど
の
人
の
中
に
は
、
善
惡
の
萌
芽
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
渡
部
氏
が
述
べ
る
よ
う
な
性
中
に
お
け
る
善
惡
の
無
存
在
は
、
正

鵠
を
射
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
こ
の
一
段
は
す
べ
て
「
性
中
に
お
け
る

ま
だ
完
全
な
る
善
惡
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
檢
討
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
四
點
が
指
摘
で
き
よ
う
。

一
、
荀
悅
に
お
い
て
「
原
性
三
品
說
」
は
展
開
し
、
法
令
の
行
き
屆

く
範
圍
が
擴
大
し
た
。
こ
れ
は
、
法
敎
が
ほ
と
ん
ど
の
民
に
有
效

で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
前
提
で
あ
る
。

二
、「
心
」
は
性
の
表
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
統
御
す
る
も

の
で
も
あ
る
。

三
、「
心
」
に
法
敎
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
上
と
性
を
同
じ
く
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
性
中
に
は
、
善
惡
の
萌
芽
が
存
在
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
荀
悅
は
、
下
下
を
移
す
た
め
に
「
心
」
に
法
（
刑
罰)

を
加

え
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
た
め
「
原
性
三
品
說
」
か
ら
法
の
行
き
渡

る
範
圍
を
一
步
前
進
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
性
中
に
善
惡
の
萌
芽
を

設
定
し
、外
に
あ
ら
わ
れ
た「
惡
」を
刑
罰
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て「
消

失
」
さ
せ
、
善
惡
の
萌
芽
の
內
、
善
と
成
り
得
る
も
の
を
表
出
さ
せ
る

と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
荀
悅
の
人
閒
觀
で
あ
る
。
で
は
、

な
ぜ
彼
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
。
そ
れ
は
、
後
漢
末
に
お
け
る
法

令
（
刑
罰
）
の
重
視
、
そ
し
て
彼
の
立
場
に
起
因
す
る
が
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
章
を
移
し
て
檢
討
す
る
。
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三
、
肉
刑
の
重
視
と
荀
悅
の
立
場

　

渡
邉
義
澔
氏）

11
（

に
よ
れ
ば
、漢
の
崩
壞
を
前
に
し
た
「
寬
」
治
か
ら
「
猛
」

政
へ
の
轉
換
の
中
で
、
肉
刑
復
活
が
說
か
れ
る
と
い
う
。
傾
聽
す
べ
き

意
見
で
あ
る
。
實
際
に
、仲
長
統
が
そ
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
潮
流
の
中
に
あ
る
荀
悅
の
儒
法
觀
は
、「
凡
そ
政
の
大
經

は
、
法
敎
の
み
（
政
體
篇
）」・「
德
刑
並
用
を
問
ふ
。
常
典
な
り
（
時
事

篇
）」
と
い
う
も
の
で
、
德
刑
並
用
、
法
令
・
敎
化
を
重
視
し
た
こ
と
は
、

先
行
硏
究
す
べ
て
が
了
解
す
る
事
項
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
漢
時
代

は
、「
寬
」
治
と
い
う
極
め
て
儒
敎
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
基
底
と
し

て
成
立
し
て
い
た
が
、樣
々
な
要
因
に
よ
り
斜
陽
へ
と
向
か
う
中
、「
猛
」

政
の
具
現
化
で
あ
る
肉
刑
復
活
が
特
に
論
じ
ら
れ
、
そ
の
流
れ
の
中
に

荀
悅
も
し
っ
か
り
と
位
置
づ
く
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
荀

悅
は
上
上
～
中
中
ま
で
の
五
を
敎
化
の
對
𧰼
、殘
り
の
中
下
～
下
下
（
の

わ
ず
か
な
數
）
ま
で
を
刑
罰
の
對
𧰼
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
爲
政
者

側
が
九
そ
れ
ぞ
れ
の
性
を
持
つ
民
の
「
心
」
に
干
涉
す
る
範
圍
を
指
し

て
い
て
、「
下
下
」
の
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
一
部
は
、
刑
罰
に

よ
っ
て
「
移
」
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
刑
罰
の
有
效
性
を

荀
悅
が
主
張
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。以
下
の
資
料
を
み
て
み
よ
う
。

肉
刑
は
古
な
り
。
或
ひ
と
曰
く
、「
之
を
復
せ
ん
か
」
と
。
曰
く
、

「
①
古
者
は
人
民 

盛
ん
な
る
も
、
今
は
至
寡
な
り
。
衆
を
整
ふ
る

に
威
を
以
て
し
、
寡
を
撫
す
る
に
寬
を
以
て
す
る
は
、
衟
な
り
。

②
刑
を
復
す
る
に
務
む
る
に
非
ず
、
必
ず
や
生
刑
に
し
て
死
に
極い

た

る
者 

之
を
復
す
は
可
な
り
。
古
よ
り
肉
刑
の
除
せ
ら
る
る
や
、

斬
右
趾
者
は
死
す
る
な
り
。
③
惟
れ
肉
刑
を
復
す
と
は
、
是
れ
死

を
生
か
し
て
民
を
息
む
と
謂
ふ
」
と）

11
（

。

肉
刑
を
復
活
さ
せ
る
の
か
否
か
と
い
う
論
題
に
對
し
て
、
荀
悅
は
以

下
の
よ
う
に
答
え
る
。

①
古
は
人
民
が
多
か
っ
た
が
、
今
は
と
て
も
少
な
い
。
多
き
を
整

齊
す
る
の
に
威
を
用
い
、
少
な
き
を
慰
撫
す
る
の
に
寬
を
用
い

る
の
は
、
衟
理
で
あ
る
。

②
（
だ
か
ら
）
肉
刑
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
自
體
に
專
心
す

る
の
で
は
な
い
、
必
ず
生［

死
刑
以
外
の
刑
］刑で
あ
り
（
最
終
的
に
）
死
に
至

る
刑
に
つ
い
て
は
、
復
活
さ
せ
る
の
は
可
で
あ
る
。
古
か
ら
肉

刑
が
除
か
れ
て
し
ま
う
と
、（
生
刑
で
あ
る
）
斬
右
趾
（
程
度
の

罪
の
も
の
で
も
、
中
閒
の
肉
刑
が
存
在
し
な
い
た
め
に
）
極
刑
と
な

っ
て
し
ま
う
。

③
肉
刑
を
復
活
さ
せ
る
の
と
い
う
の
は
、
極
刑
に
處
せ
ら
れ
る
も
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の
を
生
存
さ
せ
民
を
安
息
さ
せ
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、荀
悅
は
決
し
て
積
極
的
肉
刑
復
活
論
者
で
な
い
が
、

死
刑
で
は
な
く
、
中
閒
で
あ
る
肉
刑
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
有

效
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
死
刑
と
い
う
民
を
「
殺
す
」
方
法
を
取
る
の

で
は
な
く
、
民
を
「
生
か
す
」
方
法
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論

の
文
脉
で
言
え
ば
、
荀
悅
は
民
の
「
心
」
に
對
し
て
、
刑
罰
と
い
う
干

涉
方
法
の
有
效
性
を
示
し
、
そ
の
具
體
相
と
し
て
肉
刑
の
復
活
を
（
留

保
を
設
け
な
が
ら
も
）主
張
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
荀
悅
の
人
閒
觀
は
、

敎
化
に
せ
よ
法
令
（
特
に
刑
罰
）
に
せ
よ
、
爲
政
者
側
が
外
に
あ
ら
わ

れ
た
「
心
」
に
干
涉
す
る
と
い
う
點
に
特
徵
が
あ
る
。

　

荀
悅
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
刑
罰
と
い
う
も
の
を
重
く
み
て
い

た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
時
代
的
な
背
景
も
あ
る
し
、
ま
た
曹
操
の
影

響
で
も
あ
る
。
た
だ
、
理
由
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、

『
申
鑒
』
と
い
う
書
物
の
性
格
も
關
わ
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、『
申
鑒
』

は
、
獻
帝
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
の
資
料
を
み
て

み
よ
う
。

時
に
政 

曹
氏
に
移
り
、
天
子 

己
を
恭
し
く
す
る
の
み
。
悅
の
志 

獻
替
に
在
る
も
、
而
れ
ど
も
謀
は
用
ふ
る
所
無
く
、
乃
ち
申
鑒
五

篇
を
作
る
…
…
帝 

覽
て
之
を
善
み
す）

11
（

。

                                                               

と
あ
る
よ
う
に
、 

曹
操
は
二
〇
四
年
に
鄴
を
陷
落
さ
せ
、
冀
州
牧
と
な

っ
て
お
り
、『
申
鑒
』
完
成
時
（
二
〇
五
年
）
冀
州
を
平
定
し
終
え
、
黑

山
賊
の
張
燕
も
降
服
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
時
に
政 

曹
氏
に
移
り
、

天
子 

己
を
恭
し
く
す
る
の
み
」
と
い
う
記
述
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
狀
況
の
中
で
、
荀
悅
の
意
志
は
、
獻
帝
を
輔
佐
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
が
、
謀
略
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
申
鑒
五
篇
を
作
成

し
、
獻
帝
は
そ
れ
を
善
み
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、『
申
鑒
』
は
、

當
時
臣
下
で
あ
る
は
ず
の
曹
操
に
ほ
と
ん
ど
を
握
ら
れ
て
い
た
獻
帝
の

た
め
に
、
君
主
の
敎
化
や
法
令
が
、
ほ
ぼ
萬
民
に
适
用
さ
れ
、
皇
帝
の

敎
化
や
法
令
に
服
す
る
こ
と
を
强
く
主
張
し
た
書
物
な
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
、
被
治
者
た
る
民
の
自
律
性
な
ど
は
、
さ
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
。

そ
れ
ら
は
す
べ
て
君
主
に
操
作
さ
れ
る
も
の
で
、
民
は
そ
れ
に
服
す
れ

ば
よ
い
。
荀
悅
は
、『
申
鑒
』
を
通
し
て
、
强
い
君
主
像
を
獻
帝
に
提

示
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

一
、
時
代
の
風
を
背
景
と
し
て
、『
申
鑒
』
は
絶
對
的
な
君
主
像
を

描
き
だ
し
た
。
そ
れ
は
、
と
く
に
君
主
の
法
令
が
、「
原
性
三
品
說
」
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の
枠
組
み
を
展
開
さ
せ
、「
下
下
」
の
人
に
适
用
さ
れ
得
る
と
す
る
こ

と
か
ら
看
取
で
き
る
。

　

二
、
そ
こ
に
は
民
の
自
發
的
な
成
長
は
さ
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
。
民

の
「
成
長
」
は
、
君
主
が
法
敎
を
媒
介
と
し
て
干
涉
し
行
う
も
の
で
、

ほ
と
ん
ど
の
民
は
そ
れ
に
よ
り
良
い
方
向
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

三
、
荀
悅
は
獻
帝
の
た
め
、『
申
鑒
』
の
中
に
强
い
君
主
像
を
描
き

だ
し
た
。

　

た
だ
し
、
獻
帝
を
支
持
し
た
か
ら
曹
操
に
敵
對
し
た
、
と
い
う
よ
う

な
短
絡
的
な
結
論
も
ま
た
許
さ
れ
な
い
。
荀
悅
は
漢
の
臣
下
で
あ
り
、

獻
帝
を
支
持
・
輔
佐
す
る
の
は
當
た
り
前
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
荀
悅
は
曹
操
の
故
吏
で
あ
り
、
肉
刑
の
復
活
の
議
論
は
、
曹
操
の

影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
荀
悅
は
、
漢
の
臣
下
と
い
う
立
場

を
基
底
と
し
な
が
ら
、
曹
操
の
故
吏
と
し
て
の
側
面
を
有
し
、
曹
操
の

遂
行
す
る
「
猛
」
政）

12
（

を
「
權
時
の
宜
」
と
捉
え）

11
（

、
一
定
の

和
性
も
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
「
民
の
自
發
的
な
成
長
は
さ
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
た

よ
う
に
、『
申
鑒
』で
は
民
の「
心
」に
爲
政
者
が
干
涉
す
る
こ
と
に
よ
り
、

民
を
移
す
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る
。し
か
し
、後
漢
諸
子
に
お
い
て「
心
」

と
は
、
荀
悅
と
は
異
な
る
形
で
語
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
章
を

移
し
て
述
べ
よ
う
。

　
　
　

四
、
荀
悅
に
お
け
る
「
心
」
と
後
漢
代
に
お
け
る
「
心
」

　

前
段
で
述
べ
た
よ
う
に
、
荀
悅
の
考
え
る
「
心
」
は
、
先
行
者
・
同

時
代
者
の
見
て
い
た「
心
」と
徑
庭
が
存
在
す
る
。
荀
悅
に
お
け
る「
心
」

は
、
爲
政
者
が
法
敎
を
媒
介
と
し
て
干
涉
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
當
該
時
代
が
「
心
」
へ
の
思
索
を
別
の
面
で
深
め
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
荀
悅
が
人
閒
觀
―
―
特
に
性
と
「
心
」
―
―

に
對
し
て
執
拗
に
記
述
し
て
い
る
理
由
も
相
對
的
に
明
ら
か
に
な
ろ

う
。
今
囘
は
、
特
に
後
漢
中
後
期
に
い
き
た
王
符
、
荀
悅
と
ほ
ぼ
同
年

代
に
生
き
、
同
じ
く
曹
操
の
故
吏
で
あ
る
徐
幹
を
と
り
あ
げ
る）

11
（

。

・
王
符
『
潛
夫
論
』

是
の
故
に
物
を
夜
室
に
索
む
る
者
は
、
火
よ
り
良
き
は
莫
し
。
衟

を
當
世
に
索
む
る
者
は
、
典
よ
り
良
き
は
莫
し
。
典
と
は
、
經
な

り
。
先
圣
の
制
る
所
な
り
。
先
圣 

衟
を
得
る
の
精
き
者
は
以
て

其
の
身
に
行
ひ
、賢
人
の
自
ら
勉
め
て
以
て
衟
に
入
ら
ん
と
欲
す
。

故
に
圣
人
の
經
を
制
り
て
以
て
後
賢
に
遺
す
は
、
譬
ふ
れ
ば
犹
ほ

巧
の
規
榘
準
繩
を
爲
し
て
以
て
後
工
に
遺
す
が
ご
と
き
な
り）

1（
（

。
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先
圣
の
智
、
心
は
神
明
に
逹
し
、
性
は
衟
德
を
直な

お

く
し
、
又 

經

典
を
造
り
て
以
て
後
人
に
遺
す
。
試
み
に
賢
人
君
子
を
し
て
、
學

問
を
釋
て
、
質
を
抱
ひ
て
行
は
し
む
れ
ば
、
必
ず
具
は
ら
ざ
る
な

り
。
師
に
從
ひ
て
學
に
就
き
、
經
を
按
じ
て
行
は
し
む
れ
ば
、
聰

逹
の
明
、
德
義
の
理
、
亦
た
庶
き
に
乁
べ
り
。
是
の
故
に
圣
人
は

其
の
心
を
以
て
來
り
て
經
典
を
造
り
、
後
人
は
經
典
を
以
て
徃
き

て
圣
心
に
合
す
、
故
に
經
を
修
む
る
の
賢
、
德 

圣
に
近
し）

11
（

。

　

上
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
先
圣
（
圣
人
）
が
制
作
し
た
「
經
」
は
、
あ

た
か
も
「
巧
倕
」
が
制
作
し
た
「
規
榘
準
繩
」
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ

れ
は
、「
後
賢
」
に
遺
し
た
も
の
で
あ
り
、そ
れ
を
「
後
賢
」
が
學
べ
ば
、

「
聰
逹
の
明
」・「
德
義
の
理
」
が
、
圣
人
に
近
づ
く
。
さ
ら
に
、
圣
人

は
、「
心
」
を
も
っ
て
來
て
「
經
典
」
を
作
り
、
後
人
は
、「
經
典
」
を

も
っ
て
行
っ
て
「
圣
心
」
に
合
い
、「
經
」
を
修
め
た
「
賢
人
」
の
德
は
、

圣
人
に
近
い
、
と
あ
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
王
符
が
如
何
に
學
問
を
重
要
視
し

た
い
か
、
特
に
「
經
典
」
を
重
視
し
て
い
た
か
を
示
す
箇
所
で
あ
る
。

そ
れ
は
以
下
の
記
述
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

夫
れ
圣
人
は
天
口
爲
り
、
賢
人
は
圣
譯
爲
り
。
是
の
故
に
圣
人
の

言
は
、
天
の
心
な
り
。
賢
の
說
く
所
は
、
圣
人
の
意
な
り）

11
（

。　

　

圣
人
は
、
天
の
口
で
あ
り
、
賢
人
は
、
圣
人
の
飜
譯
者
で
あ
る
。
そ

の
た
め
圣
人
の
言
葉
は
、
天
の
心
で
あ
る
。
賢
人
が
說
く
こ
と
は
、
圣

人
の
意
思
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
圣
人
の
「
心
」
の
表
れ
で
あ

り
、
制
作
さ
れ
た
「
經
」
を
媒
介
に
す
る
こ
と
で
、
後
人
は
圣
人
に
近

づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、「
經
」
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
可

能
な
器
官
は
「
心
」
で
あ
る
。

是
の
故
に
董
・
景
の
才
、
倪
・
匡
の
志
無
く
し
て
、
而
し
て
强
ひ

て
家
を
捐
て
身
を
出
だ
し
日
を
師
門
に
曠
し
く
せ
ん
と
欲
す
る

者
、
必
ず
⺇
く
も
無
し
。
夫
れ
此
の
四
子
者
は
、
耳
目
聰
明
、
忠

信
廉
勈
に
し
て
、
未
だ
必
ず
し
も
儔
無
く
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。

而
も
其
の
成
名
立
績
、
德
音
令
問 

已
ま
ざ
る
に
乁
び
て
、
而
し

て
然
る
所
以
有
る
は
、
夫
れ
何
の
故
か
。
徒
だ
其
の
能
く
自
ら
先

圣
の
典
經
に
托
し
、
心
を
夫
子
の
遺
訓
に
結
ぶ
を
以
す
る
の
み
れ

ば
な
り）

11
（

。

　

傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
四
者
（
董
仲
舒
・
京
房
・
倪
寬
・
匡
衡
）
が
そ
う

な
っ
た
理
由
は
、
先
圣
の
經
典
に
托
し
、「
心
」
を
孔
子
の
言
葉
に
結

ん
だ
た
め
で
あ
る
と
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も



荀
悅
の
人
閒
觀
（
長
谷
川
）

（ 111 ）

王
符
は
い
う
。

夫
れ
善
惡
の
𧰼
、
千
里 

合
符
し
、
百
世 

累
跡
し
、
性 

相 

近
く

し
て
習
ひ
相 

遠
し
。
是
の
故
に
賢
愚
は
心
に
在
り
、
貴
賤
に
在

ら
ず
。
信
欺
は
性
に
在
り
、

疏
に
在
ら
ず）

11
（

。

　

先
の
言
を
踏
ま
え
た
上
で
傍
線
部
を
み
る
と
、
王
符
は
「
心
」
に
成

長
・
非
成
長
の
可
能
性
を
認
め
、
そ
の
關
鍵
と
な
る
の
が
「
經
」
で
あ

る
と
み
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
王
符
に
と
っ
て
「
心
」
と

は
、
人
が
經
典
を
媒
介
と
し
て
自
發
的
に
圣
人
に
近
づ
く
た
め
備
わ
っ

た
器
官
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
爲
政
者
に
干
涉
さ
れ
る
の
み
の
器
官
で

は
な
い
。

　

・
徐
幹
『
中
論
』

人
心 

必
ず
明
有
り
、
必
ず
悟
る
有
り
。
火
の
風
を
得
て
炎 
熾
ん

な
る
が
如
く
、
水
の
下
に
赴
き
て
流 

速
き
が
如
し
。
故
に
太
昊

は
天
地
を
觀
て
八
卦
を
畫
き
、燧
人
は
時
令
を
察
し
て
火
を
鑽
り
、

帝
軒
は
鳳
鳴
を
聞
き
て
律
を
調
へ
、
倉
頡
は
鳥
跡
を
視
て
書
を
作

る
は
、
斯
れ
大
圣
の
神
明
に
學
び
て
物
類
に
發
す
る
な
り
。
賢
者

は
遠
き
に
學
ぶ
能
は
ず
、
乃
ち
近
き
に
學
ぶ
、
故
に
圣
人
を
以
て

師
と
爲
す
。
昔 

顏
淵
の
圣
人
を
學
ぶ
や
、
一
を
聞
き
て
以
て
十

を
知
る
。
子
貢 

一
を
聞
き
て
以
て
二
を
知
る
、
斯
れ
皆 

類
に
觸

れ
て
之
を
長
じ
て
、
篤
く
思
ひ
て
之
を
聞
く
者
な
り
。
唯
だ
賢
者

の
み
圣
人
に
學
ぶ
に
非
ず
、
圣
人
も
亦
た
相 

因
り
て
學
ぶ
な
り）

11
（

。

　

傍
線
部
を
見
る
と
、
徐
幹
は
、「
心
」
に
「
明
」・「
悟
」
と
い
う
悟

性
を
認
め
、そ
れ
を
以
て
學
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

荀
悅
に
と
っ
て
「
心
」
と
は
爲
政
者
が
善
・
惡
を
伸
長
・
消
失
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
の
に
對
し
、
王
符
・
徐
幹
に
と
っ
て
「
心
」
は
人
が
自
發

的
に
圣
人
に
近
づ
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
た
め
の
器
官
と
み
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
こ
ま
で
の
檢
討
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な

ろ
う
。

　

一
、
後
漢
思
想
史
の
中
で
、「
心
」
と
い
う
も
の
が
、
人
が
自
發
的

に
圣
人
に
近
づ
く
た
め
の
器
官
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
が
徐
々
に
展
開

を
見
せ
た
に
も
關
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
思
想
を
踏
ま
え
ら
れ
た
は
ず

の
荀
悅
は
「
心
」
を
爲
政
者
が
干
涉
し
、
敎
化
を
行
っ
た
り
、
法
令
を

加
え
る
も
の
と
み
て
い
た
。

　

二
、三
の
檢
討
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、「
民
の
「
成
長
」
は
、
君
主

が
法
敎
を
媒
介
と
し
て
干
涉
し
行
う
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
民
は
そ
れ

に
よ
り
良
い
方
向
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
」、
そ
こ
に
力
點
が
お
か
れ
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て
い
る
か
ら
、「
心
」
理
解
も
ま
た
、
そ
の
他
の
思
想
家
と
徑
庭
が
存

在
す
る
。

　
　
　

五
、
お
わ
り
に

　

本
稿
に
お
け
る
檢
討
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

一
、
荀
悅
は
、
ほ
と
ん
ど
の
民
（
特
に
下
下
）
を
移
す
た
め
に
「
心
」

に
法
敎
（
特
に
下
下
を
移
す
刑
罰
）
を
加
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
す
な

わ
ち
、「
原
性
三
品
說
」
を
展
開
さ
せ
、
な
ら
び
性
に
善
惡
の
萌
芽
と

い
う
も
の
を
設
定
し
、
外
側
に
あ
ら
わ
れ
た
「
惡
」
を
刑
罰
を
加
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
消
失
」
さ
せ
、
善
惡
の
萌
芽
の
內
、
善
と
成
り
得
る

も
の
を
表
出
さ
せ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

　

二
、『
申
鑒
』
は
時
代
の
風
を
背
景
と
し
て
、
絶
對
的
な
君
主
像
を

描
き
だ
し
、
君
主
の
敎
化
や
法
令
が
、
ほ
と
ん
ど
の
民
に
适
用
さ
れ
る

こ
と
を
强
く
主
張
し
た
書
物
で
あ
る
。

　

三
、
そ
れ
は
、
荀
悅
と
そ
の
他
の
思
想
家
の
「
心
」
の
捉
え
方
の
相

違
に
如
實
に
現
れ
て
い
る
。

　

荀
悅
の
人
閒
觀
は
、
如
上
の
通
り
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
人
閒
觀
は

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。『
申
鑒
』
は
ほ
と
ん
ど
の
民

の
「
心
」
に
對
し
君
主
が
敎
化
や
法
令
を
媒
介
と
し
て
干
涉
し
、
成
長

さ
せ
る
こ
と
が
最
大
の
特
徵
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
下
愚
（
下
下
）
は
決

し
て
移
ら
な
い
と
い
う
「
原
性
三
品
說
」
を
展
開
さ
せ
、
そ
の
領
域
に

ま
で
君
主
の
法
令
が
行
き
渡
る
と
荀
悅
が
確
信
し
て
い
た
こ
と
の
證
左

で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
荀
悅
は
、
董
仲
舒
學
派
か
ら
班
固
、
王
充
へ

と
至
る
「
原
性
三
品
說
」
の
系
譜
に
乘
っ
た
上
で）

12
（

、
時
代
の
風
や
自
身

の
立
場
を
背
景
に
一
步
展
開
さ
せ
た
思
想
家
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
自

發
的
な
成
長
器
官
と
し
て
の
「
心
」
の
役
割
で
な
く
、
君
主
が
干
涉
す

る
た
め
の
も
の
「
心
」
を
捉
え
、
そ
の
た
め
に
性
に
對
し
て
思
索
を
行

う
と
い
う
點
に
つ
い
て
も
、
後
漢
思
想
史
上
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
は
、第
三
十
五
囘
早
稻
田
大
學
東
洋
哲
學
會
報
吿「
荀
悅
の
人
閒
觀
」（
於
：

早
稻
田
大
學
三
三
號
館
三
階
第
一
會
議
室
、
二
〇
一
八
年
六
月
九
日
）
を
基
に

成
稿
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）　

楊
雄
の
善
惡
混
合
說
に
つ
い
て
は
、
池
田
秀
三
「「
法
言
」
の
思
想
」

（『
日
本
中
國
學
會
報
』
二
九
、一
九
七
七
年
）
を
參
照
。
な
お
、
池
田

氏
は
、楊
雄
の
善
惡
混
合
說
の
對
𧰼
は
、「
中
人
」
に
絞
ら
れ
る
と
す
る
。

ま
た
、
赤
塚
忠
等
編
『
中
國
文
化
叢
書
三 

思
想
史
』（
大
修
館
書
店
、

一
九
六
七
年
）
の
「
三 

中
世
の
思
想
（
執
筆
擔
當
：
日
原
利
國
）」
で
は
、
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王
充
か
ら
王
符
、
荀
悅
へ
と
い
う
性
三
品
說
の
系
譜
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

（
２
）　

た
だ
し
、
性
三
品
說
な
ら
び
に
性
善
惡
混
合
說
の
全
面
适
用
に
關
し

て
は
、
疑
義
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
王
充
に
つ
い
て
は
、

石
田
秀
實
「『
論
衡
』
に
お
け
る
性
」（
金
谷
治
編
『
中
國
に
お
け
る
人

閒
性
の
探
究
』
創
文
社
、
一
九
八
三
年
）
が
あ
り
、
王
符
に
つ
い
て
は
、

田
中
蔴
紗
巳
「
王
符
の
人
閒
觀
に
つ
い
て
」（『
硏
究
紀
要
（
日
本
大
學
）』

五
一
、一
九
九
六
年
。
の
ち
、
同
氏
『
後
漢
思
想
の
探
究
』
硏
文
出
版
、

二
〇
〇
三
年
）
が
あ
る
。

（
３
）　
『
申
鑒
』
の
底
本
に
は
、
孫
啓
治
『
申
鑒
註
校
補
』（
中
華
書
局
、

二
〇
一
三
年
）
を
用
い
た
。
ま
た
、成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、『
後
漢
紀
』

卷
二
十
九 

建
安
十
年
八
月
條
に
、「
八
月
、
侍
中
荀
悅
撰
政
治
得
失
、

名
曰
申
鑒
」
と
あ
る
よ
う
に
、
建
安
十
（
二
〇
五
）
年
で
あ
る
。

（
４
）　

以
下
に
擧
げ
た
も
の
以
外
と
し
て
は
、
祝
瑞
開
『
兩
漢
思
想
史
』（
上

海
古
籍
出
版
、
一
九
八
九
年
）・CH

I-Y
U

N
 CH

EN
 “H

su Y
ueh(A

.
D

148-209):T
he Life and Reflections of an Early M

edieval 
C

onfucian ”, C
A

M
B

R
ID

E
 U

N
IV

E
R

SIT
Y

 PR
E

SS,1975.
な

お
譯
出
に
つ
い
て
は
、
同
氏
著
・
高
傳
誠
譯
『
荀
悅
與
中
古
儒
學
』

（
遼
甯
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
參
照
し
た
。
ま
た
、CH

I-
Y

U
N

 CH
EN

 “H
sun Y

ueh and the M
ind of Late H

an China ”, 
Princeton U

niversity Press, 1980.

・
程
宇
宏
『
荀
悅
治
衟
思
想
硏

究
』（
中
山
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
も
あ
る
。

（
５
）　

日
原
利
國
「
荀
悅
の
規
範
意
識
」（『
東
方
學
』
一
八
、一
九
五
九
年
。

の
ち
、同
氏
『
漢
代
思
想
の
硏
究
』
硏
文
出
版
、一
九
八
六
年
に
收
錄
）。

（
６
）　

週
桂
細
『
中
國
歷
代
思
想
史
（
二
）』（
文
津
出
版
社
、一
九
九
三
年
）。

（
７
）　

森
三
樹
三
郞
『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
觀
の
展
開
―
―
人
生
論

と
運
命
觀
の
歷
史
』（
創
文
社
、
一
九
七
一
年
）。

（
８
）　

渡
部
東
一
郞
「
荀
悅
の
性
說
に
つ
い
て
」（『
集
刋
東
洋
學
』
九
三
、

二
〇
〇
五
年
）。

（
９
）　

或
曰
、
善
惡
皆
性
也
。
則
法
敎
何
施
。
曰
、
性
雖
善
、
待
敎
而
成
、

性
雖
惡
、
待
法
而
消
。
唯
上
智
下
愚
不
移
、
其
次
善
惡
交
爭
。
於
是
敎

扶
其
善
、
法
抑
其
惡
。
得
施
之
九
品
、
從
敎
者
半
、
畏
刑
者
四
分
之
三
、

其
不
移
大
數
、
九
分
之
一
也
。
一
分
之
中
、
又
有
微
移
者
矣
。
然
則
法

敎
之
於
化
民
也
、
⺇
盡
之
矣
。
乁
法
敎
之
失
也
、
其
爲
亂
亦
如
之
（
雜

言
下
）。

（
10
）　

こ
の
九
品
の
理
解
は
、
渡
邉
義
澔
「
九
品
中
正
制
度
と
性
三
品
說
」

（『
三
國
志
硏
究
』
一
、二
〇
〇
六
年
。
の
ち
、同
氏
『
西
晉
「
儒
敎
國
家
」

と
貴
族
制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
に
收
錄
）
も
同
樣
で
あ
る
。

（
11
）　

人
善
（
因
）〔
固
〕
善
、
惡
亦
（
因
）〔
固
〕
惡
。
初
稟
天
然
之
姿
、

受
純
壹
之
質
。
故
生
而
兆
見
、
善
惡
可
察
。
無
分
於
善
惡
、
可
推
移
者
、

謂
中
人
也
。
…
…
夫
中
人
之
性
、
在
所
習
焉
、
習
善
而
爲
善
、
習
惡
而

爲
惡
也
。
至
於
極
善
極
惡
、
非
復
在
習
。
故
孔
子
曰
、
惟
上
智
與
下
愚

不
移
。
性
有
善
・
不
善
、
圣
化
賢
敎
、
不
能
復
移
易
也
。
孔
子
、
衟
德

之
祖
、諸
子
之
中
最
卓
者
也
。
而
曰
、上
智
下
愚
不
移
。
故
知
吿
子
之
言
、

未
得
實
也
（『
論
衡
』
本
性
篇
）。
な
お
、
底
本
に
は
黃
暉
『
論
衡
校
釋
』

（
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
年
）
を
用
い
た
。
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（
12
）　

カ
ッ
コ
で
の
補
充
は
、「
性
惡
の
人
も
亦
た
天
よ
り
善
性
を
稟
け
ざ

る
も
、
圣
人
の
敎
を
得
れ
ば
、
志
行 

變
化
す
（
性
惡
之
人
亦
不
稟
天

善
性
、
得
圣
人
之
敎
、
志
行
變
化
『
論
衡
』
率
性
篇
）」
と
あ
る
の
を

根
據
に
行
っ
た
。

（
13
）　

前
揭
註
（
10
）
渡
邉
氏
論
文
。

（
14
）　

黃
省
曾
註
に
、「
動
、
謂
惡
之
萌
動
。
行
、
則
見
之
於
外
。
遠
、
則

行
而
不
返
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
從
っ
て
解
釋
し
た
。

（
15
）　

或
曰
、
法
敎
得
則
治
、
法
敎
失
則
亂
。
若
無
得
無
失
、
縱
民
之
情
、

則
治
亂
其
中
乎
。
曰
、凡
陽
性
升
、陰
性
降
、升
難
而
降
易
。
善
、陽
也
、

惡
、
陰
也
。
故
善
難
而
惡
易
。
縱
民
之
情
、
使
自
由
之
、
則
降
於
下
者

多
矣
。
曰
、
中
焉
在
。
曰
、
法
敎
不
純
、
有
得
有
失
、
則
治
亂
其
中
矣
。

純
德
無
慝
、
其
上
（
善
）
也
。
伏
而
不
動
、
其
次
也
。
動
而
不
行
、
行

而
不
遠
、
遠
而
能
復
、
又
其
次
也
。
其
下
者
、
遠
而
不
近
也
、
凡
此
皆

人
性
也
。
制
之
者
則
心
也
。
動
而
抑
之
、
行
而
止
之
、
與
上
同
性
也
。

行
而
弗
止
、
遠
而
弗
近
、
與
下
同
終
也
（
雜
言
下
）。

（
16
）　

或
曰
、
請
折
於
經
。
曰
、
易
稱
乾
衟
變
化
、
各
正
性
命
、
是
言
萬
物

各
有
性
也
。
觀
其
所
感
、
而
天
地
萬
物
之
情
可
見
矣
。
是
言
情
者
應
感

而
動
者
也
。
昆
蟲
草
木
、
皆
有
性
焉
、
不
盡
善
也
。
天
地
圣
人
皆
稱
情

焉
、
不
主
惡
也
。
又
曰
、
爻
彖
以
情
言
亦
如
之
。
凡
情
・
意
・
心
・
志
者
、

皆
性
動
之
別
名
也
。
情
見
乎
辭
、
是
稱
情
也
。
言
不
盡
意
、
是
稱
意
也
。

中
心
好
之
、
是
稱
心
也
。
以
制
其
志
、
是
稱
志
也
。
惟
所
宜
、
各
稱
其

名
而
已
、
情
何
主
惡
之
有
。
故
曰
、
必
也
正
名
（
雜
言
下
）。

（
17
）　

曰
、
問
其
理
。
曰
、
性
善
則
無
四
凶
。
性
惡
則
無
三
仁
人
。
無
善
惡
、

文
王
之
敎
一
也
。
則
無
週
公
・
管
・
蔡
。
性
善
情
惡
、
是
桀
紂
無
性
、

而
堯
舜
無
情
也
。
性
善
惡
皆
渾
、
是
上
智
懷
（
惠
）〔
惡
〕、
而
下
愚
挾

善
也
。
理
也
未
究
矣
、
唯
向
言
爲
然
（
雜
言
下
）。

（
18
）　
『
白
虎
通
』
情
性
に
、「
情
性
者
、
何
謂
也
。
性
者
、
陽
之
施
。
情
者
、

陰
之
化
也
。
人
稟
陰
陽
氣
而
生
、
故
內
懷
五
性
六
情
。
情
者
、
靜
也
、

性
者
、
生
也
、
此
人
所
稟
六
氣
以
生
者
也
。
故
鉤
命
決
曰
、
情
生
於
陰
、

欲
以
時
念
也
。
性
生
於
陽
、
以
就
理
也
。
陽
氣
者
仁
、
陰
氣
者
貪
、
故

情
有
利
欲
、
性
有
仁
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
思
考
こ
そ
後
漢
に
お

い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）　

凡
音
之
起
、
由
人
心
生
也
。
人
心
之
動
、
物
使
之
然
也
。
感
於
物
而

後
動
、
故
形
於
聲
。
聲
相
應
故
生
變
、
變
成
方
故
謂
之
音
。
…
…
人
之

善
惡
非
性
也
（『
說
苑
』
脩
文
篇
）。

（
20
）　

前
揭
註
（
７
）
森
氏
著
書
を
參
照
。

（
21
）　

前
揭
註
（
８
）
渡
部
氏
論
文
。

（
22
）　

或
曰
、
仁
義
性
也
、
好
惡
情
也
。
仁
義
常
善
而
好
惡
或
有
惡
、
故
有

情
惡
也
。
曰
、
不
然
。
好
惡
者
、
性
之
取
舍
也
。
實
見
於
外
、
故
謂
之

情
爾
、必
本
乎
性
矣
。
仁
義
者
、善
之
誠
者
也
。
何
嫌
其
常
善
。
好
惡
者
、

善
惡
未
有
所
分
也
。
何
怪
其
有
惡
（
雜
言
下
）。

（
23
）　
『
申
鑒
註
校
補
』
は
、
文
に
脫
誤
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
こ

で
も
そ
の
見
解
に
從
い
、
訓
讀
・
譯
出
を
行
わ
な
い
。

（
24
）　

或
曰
、人
之
於
利
、見
而
好
之
。
能
以
仁
義
爲
節
者
、是
性
割
其
情
也
。

性
少
情
多
、
性
不
能
割
其
情
、
則
情
獨
行
爲
惡
矣
。
曰
、
不
然
。
是
善

惡
有
多
少
也
、
非
情
也
。
有
人
於
此
、
嗜
酒
嗜
肉
、
肉
勝
則
⻝
焉
、
酒



荀
悅
の
人
閒
觀
（
長
谷
川
）

（ 115 ）

勝
則
飮
焉
。
此
二
者
相
與
爭
、勝
者
行
矣
。
非
情
欲
得
酒
、性
欲
得
肉
也
。

有
人
於
此
、
好
利
好
義
、
義
勝
則
義
取
焉
、
利
勝
則
利
取
焉
。
此
二
者

相
與
爭
、
勝
者
行
矣
。
非
情
欲
得
利
、
性
欲
得
義
也
。
其
可

者
、
則

取
之
、其
不
可

者
、則
隻
取
重
焉
。
若
苟
隻
好
而
已
、雖
可

取
矣
。

若
二
好
鈞
平
、
無
分
輕
重
、
則
一
俯
一
仰
、
乍
進
乍
退
（
雜
言
下
）。

（
25
）　

渡
邉
義
澔
「「
寬
」
治
か
ら
「
猛
」
政
へ
」（『
東
方
學
』
一
〇
二
、

二
〇
〇
一
年
。
の
ち
、
同
氏
『
三
國
政
權
の
構
造
と
「
名
士
」』
汲
古

書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
收
錄
）。

（
26
）　

肉
刑
古
也
。
或
曰
、
復
之
乎
。
曰
、
古
者
人
民
盛
焉
、
今
也
至
寡
。

整
衆
以
威
、
撫
寡
以
寬
、
衟
也
。
復
刑
非
務
、
必
也
生
刑
而
極
死
者
復

之
可
也
。
自
古
肉
刑
之
除
也
、
斬
右
趾
者
死
也
。
惟
復
肉
刑
、
是
謂
生

死
而
息
民
（
時
事
篇
）。

（
27
）　

時
政
移
曹
氏
、
天
子
恭
己
而
已
。
悅
志
在
獻
替
、
而
謀
無
所
用
、
乃

作
申
鑒
五
篇
。
帝
覽
而
善
之
（『
後
漢
書
』
列
傳
五
十
二 
荀
淑
傳
附
荀

悅
傳
引
『
申
鑒
』）。

（
28
）　

前
揭
註
（
25
）
渡
邉
氏
論
文
。

（
29
）　

荀
悅
の
「
權
宜
」
に
つ
い
て
は
、田
中
蔴
紗
巳
「
荀
悅
の
「
權
時
之
宜
」

等
に
つ
い
て
」（『
漢
學
硏
究
』
三
六
、一
九
八
八
年
）
を
參
照
。

（
30
）　

王
符
『
潛
夫
論
』
に
お
け
る
「
心
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
矢
羽
野

隆
男
「
王
符
の
學
問
論
と
「
潛
夫
」
の
立
場
と
」（『
中
國
硏
究
集
刋
』

二
四
、一
九
九
九
年
）
を
參
照
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
心
」
の
捉
え

方
を
す
る
思
想
家
は
、
矢
羽
野
氏
に
よ
れ
ば
、
荀
子
・
揚
雄
・
徐
幹
で

あ
る
。

（
31
）　

是
故
索
物
於
夜
室
者
、
莫
良
於
火
。
索
衟
於
當
世
者
、
莫
良
於
典
。

典
者
、
經
也
。
先
圣
之
所
制
。
先
圣
得
衟
之
精
者
以
行
其
身
、
欲
賢
人

自
勉
以
入
於
衟
。
故
圣
人
之
制
經
以
遺
後
賢
也
、
譬
犹
巧
倕
之
爲
規
榘

準
繩
以
遺
後
工
也
（
讚
學
篇
）。

（
32
）　

先
圣
之
智
、
心
逹
神
明
、
性
直
衟
德
、
又
造
經
典
以
遺
後
人
。
試
使

賢
人
君
子
、
釋
於
學
問
、
抱
質
而
行
、
必
弗
具
也
。
乁
使
從
師
就
學
、

按
經
而
行
、
聰
逹
之
明
、
德
義
之
理
、
亦
庶
矣
。
是
故
圣
人
以
其
心
來

造
經
典
、
後
人
以
經
典
徃
合
圣
心
也
、
故
修
經
之
賢
、
德
近
於
圣
矣
（
讚

學
篇
）。

（
33
）　

前
揭
註
（
30
）
矢
羽
野
氏
論
文
は
、
該
當
箇
所
を
根
據
と
し
て
、「
王

符
の
學
問
論
は
、
經
書
を
通
じ
て
圣
人
の
心
と
一
體
化
し
、
圣
人
に
近

き
智
を
以
て
圣
人
の
み
が
感
得
し
た
衟
を
み
る
」
と
述
べ
る
。

（
34
）　

夫
圣
人
爲
天
口
、
賢
人
爲
圣
譯
。
是
故
圣
人
之
言
、
天
之
心
也
。
賢

者
之
所
說
、
圣
人
之
意
也
（
考
績
篇
）。

（
35
）　

是
故
無
董
・
景
之
才
、
倪
・
匡
之
志
、
而
欲
强
捐
家
出
身
曠
日
師
門

者
、
必
無
⺇
矣
。
夫
此
四
子
者
、
耳
目
聰
明
、
忠
信
廉
勈
、
未
必
無
儔

也
。
而
乁
其
成
名
立
績
、
德
音
令
問
不
已
、
而
有
所
以
然
、
夫
何
故
哉
。

徒
以
其
能
自
托
於
先
圣
之
典
經
、
結
心
於
夫
子
之
遺
訓
也
（
讚
學
篇
）。

（
36
）　

夫
善
惡
之
𧰼
、
千
里
合
符
、
百
世
累
跡
、
性
相
近
而
習
相
遠
。
是
故

賢
愚
在
心
、
不
在
貴
賤
。
信
欺
在
性
、
不
在

疏
（
本
政
篇
）。

（
37
）　

人
心
必
有
明
焉
、
必
有
悟
焉
。
如
火
得
風
而
炎
熾
、
如
水
赴
下
而
流

速
。
故
太
昊
觀
天
地
而
畫
八
卦
、
燧
人
察
時
令
而
鑽
火
、
帝
軒
聞
鳳
鳴

而
調
律
、
倉
頡
視
鳥
跡
而
作
書
、
斯
大
圣
之
學
乎
神
明
而
發
乎
物
類
也
。
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賢
者
不
能
學
於
遠
、
乃
學
於
近
、
故
以
圣
人
爲
師
。
昔
顏
淵
之
學
圣
人

也
、
聞
一
以
知
十
。
子
貢
聞
一
以
知
二
、
斯
皆
觸
類
而
長
之
、
篤
思
而

聞
之
者
也
。
非
唯
賢
者
學
於
圣
人
、
圣
人
亦
相
因
而
學
也
（
治
學
篇
）。

（
38
）　

前
揭
註
（
10
）
渡
邉
氏
論
文
。

　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

荀
悅
、
人
閒
觀
、
性
三
品




